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  令和７年３月21日 

岩手県公安委員会       

委員長 村 井 三 郎  

岩手県公安委員会規則第２号 

   岩手県道路交通法施行細則の一部を改正する規則 

 岩手県道路交通法施行細則（昭和35年岩手県公安委員会規則第10号）の一部を次のように改正する。 

 改正前 改正後 

１ （通行許可に係る標章の交付申請等） （通行許可に係る標章の交付申請等） 

 第８条 法第８条第２項の許可を受けようとする者は、施行

規則第５条第１項の申請書に、次に掲げる書面を添付しな

ければならない。 

第８条 法第８条第２項の許可を受けようとする者は、施行

規則第５条第１項の申請書に、次に掲げる書面を添付しな

ければならない。 

 (１) ［略］ (１) ［略］ 

 (２) 主たる運転者の運転免許証の写し (２) 主たる運転者の運転免許証の写し（免許情報記録個

人番号カードを有する者にあっては、運転免許証の写し

その他当該者が免許を受けていることを証するに足りる

書面（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の

知覚によっては認識することができない方式で作られた

記録をいう。）で作成されているものを含む。）。第10

条第３項第２号において同じ。） 

 (３) ［略］ (３) ［略］ 

 ２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

  （免許証の交付）  （免許証等の交付等） 

 第29条 法第92条の規定による運転免許証（以下「免許証」

という。）は、岩手県警察本部交通部運転免許課（以下「

運転免許課」という。）において交付する。ただし、別に

場所を指定する場合にあっては、この限りでない。 

第29条 法第92条第１項の規定による運転免許証（以下「免

許証」という。）の交付又は法第95条の２第３項の規定に

よる特定免許情報の記録は、岩手県警察本部交通部運転免

許課（以下「運転免許課」という。）において行う。ただ

し、別に場所を指定する場合にあっては、この限りでない

。 

 ２ 前項の場合において、第２条の規定により警察署長を経

由して行った申請に係るものについては、当該経由に係る

警察署において交付する。 

２ 前項の場合において、第２条の規定により警察署長を経

由して行った申請に係るものについては、当該経由に係る

警察署において行う。 

 ３ ［略］ ３ ［略］ 

   （免許証等の紛失時における申出等） 

  第29条の２ 免許証及び免許情報記録個人番号カードを有す

る者がそのいずれかを紛失した場合において、紛失してい

ない免許証又は免許情報記録個人番号カード（以下「免許

証等」という。）のみを保有する旨を申し出るときは、免

許保有状況変更申出書（紛失等時）（様式第17号の２）を

提出するとともに、当該紛失していない免許証等の確認を

受けなければならない。 



  ２ 前項の規定による申出をした後、紛失した免許証等を発

見した場合において、当該免許証等を引き続き保有する旨

を申し出るときは、免許保有状況変更申出書（発見時）（

様式第17号の２の２）を提出するとともに、当該免許証等

の確認を受けなければならない。 

  （令第33条の６の２第６号の公安委員会がやむを得ないと

認める事情） 

 （令第33条の６の２第６号の公安委員会がやむを得ないと

認める事情） 

 第29条の２ 令第33条の６の２第６号の公安委員会がやむを

得ないと認める事情は、免許証の更新を受けようとする者

の責めに帰することができない事由であって、次に掲げる

ものとする。 

第29条の３ 令第33条の６の２第６号の公安委員会がやむを

得ないと認める事情は、免許証等の更新を受けようとする

者の責めに帰することができない事由であって、次に掲げ

るものとする。 

  (１) 自動車運転免許試験場、運転免許センター（第31条

の２第１項第２号から第５号までに掲げる運転免許セン

ターをいう。）又は免許証の更新を受けることができる

警察署が災害を受けたこと。 

 (１) 自動車運転免許試験場、運転免許センター（第31条

の２第１項第２号から第５号までに掲げる運転免許セン

ターをいう。）又は免許証等の更新を受けることができ

る警察署が災害を受けたこと。 

  (２) 免許証の更新の手続に係る機器等の故障等が生じた

こと。 

 (２) 免許証等の更新の手続に係る機器等の故障等が生じ

たこと。 

  (３) ［略］  (３) ［略］ 

  （認知機能検査の申請）  （認知機能検査の申請） 

 第29条の３ 法第97条の２第１項第３号イ若しくはロ、同項

第５号（同項第３号イ又はロに係るものに限る。）、第

101条の４第２項又は第101条の７第１項の認知機能検査等

（同号イに規定する認知機能検査に限る。）（次項におい

て「認知機能検査」という。）を受けようとする者は、検

査手数料を添えて、認知機能検査受検申請書（様式第17号

の２）を公安委員会に提出しなければならない。 

第29条の４ 法第97条の２第１項第３号イ若しくはロ、同項

第５号（同項第３号イ又はロに係るものに限る。）、第

101条の４第２項又は第101条の７第１項の認知機能検査等

（同号イに規定する認知機能検査に限る。）（次項におい

て「認知機能検査」という。）を受けようとする者は、検

査手数料を添えて、認知機能検査受検申請書（様式第17号

の２の３）を公安委員会に提出しなければならない。 

 ２ ［略］ ２ ［略］ 

  （運転技能検査の申請）  （運転技能検査の申請） 

 第29条の４ ［略］ 第29条の５ ［略］ 

  （申請用写真の添付省略）  （申請用写真の添付省略） 

 第31条の２ 施行規則第21条第３項、第29条第３項（施行規

則第29条の２第３項において準用する場合を含む。）、第

30条の９第３項、第30条の10第２項及び第30条の13第２項

に規定する申請用写真を添付する必要がない場合は、次に

掲げる場所において申請又は申出を行う場合とする。 

第31条の２ 施行規則第21条第６項、第29条第３項（施行規

則第29条の２第３項において準用する場合を含む。）、第

30条の７第４項、第30条の８第２項及び第30条の11第２項

に規定する申請用写真を添付する必要がない場合は、次に

掲げる場所において申請又は申出を行う場合とする。 

  (１)～(５) ［略］  (１)～(５) ［略］ 

  ２ 施行規則第21条の２第１項及び第21条の９第１項の申請

書には、申請用写真の添付を要しない。 

  （免許証更新経由申請適性検査）  （免許証等更新経由申請適性検査） 

 第31条の３ 法第101条の２の２第５項の通知は、免許証更

新経由申請適性検査実施通知書（様式第19号の２）により

第31条の３ 法第101条の２の２第７項の通知は、免許証等

更新経由申請適性検査実施通知書（様式第19号の２）によ



行う。 り行う。 

  （運転経歴証明書の交付等）  （運転経歴証明書の交付等） 

 第32条の３ 法第104条の４第５項（法第105条第２項におい

て読み替えて準用する場合を含む。）の規定により運転経

歴証明書の交付を受けようとする者は、交付手数料を添え

て、運転経歴証明書交付申請書（様式第20号の３）を公安

委員会に提出しなければならない。 

第32条の３ 法第105条の２第１項の規定による運転経歴証

明書の交付又は同条第３項の規定による運転経歴情報の記

録を受けようとする者は、交付手数料を添えて、運転経歴

証明書交付等申請書（様式第20号の３）を公安委員会に提

出しなければならない。 

 ２ 前項の運転経歴証明書は、第２条の規定により運転免許

課長を経由して行った申請に係るものについては運転免許

課において、警察署長を経由して行った申請に係るものに

ついては当該申請に係る警察署において交付する。 

２ 前項の運転経歴証明書の交付又は運転経歴情報の記録は

、第２条の規定により運転免許課長を経由して行った申請

に係るものについては運転免許課において、警察署長を経

由して行った申請に係るものについては当該申請に係る警

察署において行う。 

 ３ 施行規則第30条の12第１項の規定による変更の届出をし

ようとする者は、運転経歴証明書記載事項変更届（様式第

20号の４）を公安委員会に提出しなければならない。 

３ 施行規則第30条の10第１項又は第30条の15第１項の規定

による変更の届出をしようとする者は、運転経歴証明書等

記載事項変更届（様式第20号の４）を公安委員会に提出し

なければならない。 

 ４ 施行規則第30条の13第１項の規定に基づき運転経歴証明

書の再交付を申請しようとする者は、再交付手数料を添え

て、運転経歴証明書再交付申請書（様式第20号の５）を公

安委員会に提出しなければならない。 

４ 施行規則第30条の11第１項の規定に基づき運転経歴証明

書の再交付を申請しようとする者は、再交付手数料を添え

て、運転経歴証明書再交付申請書（様式第20号の５）を公

安委員会に提出しなければならない。 

 ５ ［略］ ５ ［略］ 

 ６ 施行規則第30条の14の規定により運転経歴証明書を返納

しようとする者は、運転経歴証明書返納届（様式第20号の

６）を公安委員会に提出しなければならない。 

６ 施行規則第30条の12の規定により運転経歴証明書を返納

しようとする者は、運転経歴証明書返納届（様式第20号の

６）を公安委員会に提出しなければならない。 

  ７ 施行規則第30条の16の規定により運転経歴情報の抹消を

受けようとする者は、運転経歴情報抹消届（様式第20号の

７）を公安委員会に提出しなければならない。 

  （免許証の返納）  （免許証等の返納等） 

 第33条 法第107条第１項又は第107条の10第１項の規定によ

り免許証を返納する者（法第104条の４第２項の規定によ

り運転免許を取り消されて免許証を返納する者を除く。）

は、当該免許証に運転免許証返納届（様式第21号）を添え

て公安委員会に提出しなければならない。 

第33条 法第106条の３第１項若しくは第107条の10第１項の

規定により免許証を返納する者（法第104条の４第２項の

規定により運転免許を取り消されて免許証を返納する者を

除く。）又は法第106条の４第１項の規定により免許情報

記録の抹消を受ける者（法第104条の４第２項の規定によ

り運転免許を取り消されて免許情報記録の抹消を受ける者

を除く。）は、運転免許証等返納・抹消届（様式第21号）

を公安委員会に提出するとともに、免許証を返納する者に

あっては当該免許証を返納し、免許情報記録の抹消を受け

る者にあっては免許情報記録個人番号カードを提示して当

該免許情報記録の抹消を受けなければならない。 

 別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

  申請書等 経由先   申請書等 経由先  



   ［略］     ［略］   

  運転免許証再交付申請書 

（施行規則別記様式第17） 

 ［略］   運転免許証再交付申請書 

（施行規則別記様式第17） 

 ［略］  

      特定免許情報記録申請書 

（施行規則別記様式第17の２） 

運転免許課長又は警

察署長（釜石及び久

慈警察署長を除く。

） 

 

      運転免許証返納届 

（施行規則別記様式第17の３） 

 

      免許情報記録抹消届 

（施行規則別記様式第17の４） 

 

      運転免許証交付申請書 

（施行規則別記様式第17の５） 

 

      免許保有状況変更申出書（紛失

等時） 

（様式第17号の２） 

 

      免許保有状況変更申出書（発見

時） 

（様式第17号の２の２） 

 

  認知機能検査受検申請書 

（様式第17号の２） 

 ［略］   認知機能検査受検申請書 

（様式第17号の２の３） 

 ［略］  

   ［略］     ［略］   

  再試験受験申込書 

（施行規則別記様式第17の３） 

   再試験受験申込書 

（施行規則別記様式第17の７） 

  

  運転免許証更新申請書 

（施行規則別記様式第18） 

(１) 法第92条の２

第１項の表の備考

一の２に規定する

優良運転者又は法

第101条の３第１

項ただし書若しく

は第101条の４第

１項ただし書に規

定する者 

  運転免許課長又

は警察署長（盛岡

東、盛岡西、紫波

、北上、奥州、釜

石及び久慈警察署

長を除く。） 

  運転免許証等更新申請書 

（施行規則別記様式第18） 

(１) 法第95条の６

第１項の表の備考

１のロに規定する

優良運転者、同表

の備考１のハに規

定する一般運転者

又は法第101条の

３第１項ただし書

若しくは第101条

の４第１項ただし

書に規定する者 

  運転免許課長又

は警察署長（盛岡

東、盛岡西、紫波

、北上、奥州、釜

石及び久慈警察署

長を除く。） 

 

 ［略］  ［略］ 

   (２) ［略］    (２) ［略］  



   ［略］     ［略］   

  運転経歴証明書交付申請書 

（様式第20号の３） 

運転免許課長又は警

察署長（釜石及び久

慈警察署長を除く。

） 

  運転経歴証明書交付等申請書 

（様式第20号の３） 

運転免許課長又は警

察署長（釜石及び久

慈警察署長を除く。

） 

 

  運転経歴証明書記載事項変更届 

 

（様式第20号の４） 

  運転経歴証明書等記載事項変更

届 

（様式第20号の４） 

 

   ［略］     ［略］   

  運転経歴証明書返納届 

（様式第20号の６） 

   運転経歴証明書返納届 

（様式第20号の６） 

  

      運転経歴情報抹消届 

（様式第20号の７） 

  

  運転免許取消申請書 

（施行規則別記様式第19の３の

８） 

運転免許課長又は警

察署長（釜石及び久

慈警察署長を除く。

） 

  運転免許取消申請書 

（施行規則別記様式第19の３の

７） 

  

  運転免許証返納届 

（様式第21号） 

  運転免許証等返納・抹消届 

（様式第21号） 

  

  自動車教習所の届出書 

（施行規則別記様式第19の４の

２） 

 ［略］   自動車教習所の届出書 

（施行規則別記様式第19の４の

３） 

 ［略］  

   ［略］     ［略］   

   ［略］     ［略］   

   

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 様式第５号の２の４中「第51条の４第10項」の次に「及び第11項」を加える。 

 改正前 改正後 

１ 様式第５号の４（第10条の５関係） 様式第５号の４（第10条の５関係） 

  ［略］  ［略］ 

 （裏） （裏） 

   ［略］    ［略］  

   駐車監視員資格者講習を受講し、その課程を修了し

ても、次のいずれかに該当する場合は、駐車監視員資

格者証の交付を受けることができません。 

   駐車監視員資格者講習を受講し、その課程を修了し

ても、次のいずれかに該当する場合は、駐車監視員資

格者証の交付を受けることができません。 

 

   (１)・(２) ［略］    (１)・(２) ［略］  

   (３) 禁錮以上の刑に処せられ、又は道路交通法第

119条の２の２第２項の罪を犯して刑に処せられ、

その執行を終わり、若しくは執行を受けることが

なくなった日から起算して２年を経過しない者 

   (３) 禁錮以上の刑に処せられ、又は道路交通法第

119条の２の４第２項の罪を犯して刑に処せられ、

その執行を終わり、若しくは執行を受けることが

なくなった日から起算して２年を経過しない者 

 

   (４)～(８) ［略］    (４)～(８) ［略］  

 様式第６号（第15条、第21条関係） 様式第６号（第15条、第21条関係） 

   ［略］    ［略］  



   ［略］    ［略］  

  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］ 

 ⑥ 

安全運転管理者

が運転免許を持

っている場合 

 ［略］  ⑥ 

安全運転管理者

が運転免許を受

けている場合 

 ［略］   

 免許番号  ［略］ 免許証等番号  ［略］  

 交付年月日  ［略］ 交付等年月日  ［略］  

 
交付公安委員会 

 ［略］ 交付等公安委員

会 

 ［略］  

  ［略］  ［略］  

  ［略］  ［略］ 

 様式第７号（第15条、第21条関係） 様式第７号（第15条、第21条関係） 

   ［略］    ［略］  

   ［略］    ［略］  

  ［略］  ［略］  ［略］  ［略］ 

 ⑥ 

副安全運転管理

者が運転免許を

持っている場合 

 ［略］   ⑥ 

副安全運転管理

者が運転免許を

受けている場合 

 ［略］   

 免許番号  ［略］  免許証等番号  ［略］  

 交付年月日  ［略］  交付等年月日  ［略］  

 
交付公安委員会 

 ［略］  交付等公安委員

会 

 ［略］  

  ［略］   ［略］  

  ［略］  ［略］ 

 様式第８号（第15条関係） 様式第８号（第15条関係） 

   ［略］    ［略］  

 道路交通法第117条、第117条の２、第117

条の２の２（第１項第７号及び第９号を除く

。）、第117条の３の２、第118条第２項第３

号若しくは第４号、第119条第２項第４号若

しくは第５号又は第119条の２の２第２項の

違反行為の有無及び違反行為がある場合は、

その違反行為をした年月日（該当する違反行

為が２回以上あるときは、最後の違反行為を

した年月日） 

 ［略］ 道路交通法第117条、第117条の２、第117

条の２の２（第１項第７号及び第９号を除く

。）、第117条の３の２、第118条第２項第３

号若しくは第４号、第119条第２項第４号若

しくは第５号又は第119条の２の４第２項の

違反行為の有無及び違反行為がある場合は、

その違反行為をした年月日（該当する違反行

為が２回以上あるときは、最後の違反行為を

した年月日） 

 ［略］ 

  ［略］  ［略］ 

  ［略］  ［略］ 

 様式第16号（第25条関係） 様式第16号（第25条関係） 

   ［略］    ［略］  

 

現に受けて

いる免許 

交付年月日  ［略］ 

現に受けて

いる免許 

交付等年月日  ［略］ 

  ［略］  ［略］ 

 交付公安委員会  ［略］ 交付等公安委員会  ［略］ 

 免許証番号  ［略］ 免許証等番号  ［略］ 

  ［略］  ［略］ 



  ［略］  ［略］ 

  ［略］  ［略］ 

 様式第17号（第26条関係） 様式第17号（第26条関係） 

   ［略］    ［略］  

 

現に受けて

いる免許 

交付年月日  ［略］ 

現に受けて

いる免許 

交付等年月日  ［略］ 

  ［略］  ［略］ 

 交付公安委員会  ［略］ 交付等公安委員会  ［略］ 

 免許証番号  ［略］ 免許証等番号  ［略］ 

  ［略］   ［略］  

  ［略］  ［略］ 

  ［略］  ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。  

 様式第17号の次に次の２様式を加える。 

様式第17号の２（第29条の２関係） 

免許保有状況変更申出書（紛失等時） 

年  月  日  

岩手県公安委員会 様 

ふりがな  

氏 名  

生年月日      年  月  日生  

紛失等の直前における免許証及び免許

情報記録個人番号カード双方の保有の

有無 

有 ・ 無 

免許証及び免許情報記録個人番号カー

ドのうち紛失等をしたもの 
免許証・免許情報記録個人番号カード 

紛失等をした理由  

現に受

けてい

る免許 

有効期間の末日  

免許証等番号 第        号  

免許年

月日・

種類 

第一種免

許 

二・小・原   年  月  日  

その他   年  月  日  

第二種免許   年  月  日  

免許の種類 

大

 

型 

中

 

型 

準

中

型 

普

 

通 

大

 

特 

大

自

二 

普

自

二 

小

 

特 

原

 

付 

け

 

引 

大

 

二 

中

 

二 

普

 

二 

大

特

二 

け

引

二 

免許の条件  

備考１ 紛失等の直前における免許証及び免許情報記録個人番号カード双方の保有の有無欄は、免許証及び免許情報記録個人

番号カードのうちいずれかの紛失等の直前において、免許証及び免許情報記録個人番号カードの双方を有していた場合

には「有」を、免許証及び免許情報記録個人番号カードのいずれか一方のみを有していた場合には「無」をそれぞれ○

で囲むこと。 

２ 現に受けている免許欄に係る欄には、紛失等をすることなく現在保有する免許証及び免許情報記録個人番号カードの



うちいずれか一方に係る事項を記載すること。 

（Ａ４）  

様式第17号の２の２（第29条の２関係） 

免許保有状況変更申出書（発見時） 

年  月  日  

岩手県公安委員会 様 

ふりがな  

氏 名  

生年月日      年  月  日生  

免許証及び免許情報記録個人番号カー

ドのうち発見したもの 
免許証・免許情報記録個人番号カード 

現に受

けてい

る免許 

有効期間の末日  

免許証等番号 第        号  

免許年

月日・ 

種類 

第一種免

許 

二・小・原   年  月  日  

その他   年  月  日  

第二種免許   年  月  日  

免許の種類 

大

 

型 

中

 

型 

準

中

型 

普

 

通 

大

 

特 

大

自

二 

普

自

二 

小

 

特 

原

 

付 

け

 

引 

大

 

二 

中

 

二 

普

 

二 

大

特

二 

け

引

二 

 免許の条件  

（Ａ４）  

 改正前 改正後 

１ 様式第17号の２（第29条の３関係） 様式第17号の２の３（第29条の４関係） 

   ［略］    ［略］  

 

現に受けて

いる免許 

交付年月日  ［略］ 

現に受けて

いる免許 

交付等年月日  ［略］ 

  ［略］  ［略］ 

 交付公安委員会  ［略］ 交付等公安委員会  ［略］ 

 免許証番号  ［略］ 免許証等番号  ［略］ 

  ［略］  ［略］ 

  ［略］  ［略］ 

 様式第17号の３（第29条の３関係） 様式第17号の３（第29条の４関係） 

  ［略］  ［略］ 

   記憶力・判断力が低下すると、信号無視や一時不停

止の違反をしたり、進路変更の合図が遅れたりする傾

向がみられます。 

   記憶力・判断力が低下すると、信号無視や一時不停

止の違反をしたり、進路変更の合図が遅れたりする傾

向がみられます。 

 

   今後の運転について十分注意するとともに、医師や

ご家族にご相談されることをお勧めします。 

   今後の運転について十分注意するとともに、医師や

ご家族にご相談されることをお勧めします。 

 

   また、臨時適性検査（専門医による診断）を受け、

又は医師の診断書を提出していただくお知らせが公安

委員会からあります。 

   また、臨時適性検査（専門医による診断）を受け、

又は医師の診断書を提出していただくお知らせが公安

委員会からあります。 

 



   この診断の結果、認知症であることが判明したとき

は、運転免許証の取消し、停止という行政処分の対象

となります。 

   この診断の結果、認知症であることが判明したとき

は、免許の取消し、停止という行政処分の対象となり

ます。 

 

   運転免許証の更新手続の際は、この書面を必ず持参して

ください。 

免許証等の更新手続の際は、この書面を必ず持参してく

ださい。 

  ［略］  ［略］ 

 様式第17号の４（第29条の３関係） 様式第17号の４（第29条の４関係） 

  ［略］  ［略］ 

   運転免許証の更新手続の際は、この書面を必ず持参して

ください。 

免許証等の更新手続の際は、この書面を必ず持参してく

ださい。 

  ［略］  ［略］ 

 様式第17号の５（第29条の４関係） 様式第17号の５（第29条の５関係） 

   ［略］    ［略］  

 

現に受けて

いる免許 

交付年月日  ［略］ 

現に受けて

いる免許 

交付等年月日  ［略］ 

  ［略］  ［略］ 

 交付公安委員会  ［略］ 交付等公安委員会  ［略］ 

 免許証番号  ［略］ 免許証等番号  ［略］ 

  ［略］  ［略］ 

  ［略］  ［略］ 

 様式第17号の６（第29条の４関係） 様式第17号の６（第29条の５関係） 

  ［略］  ［略］ 

 様式第19号の２（第31条の３関係） 様式第19号の２（第31条の３関係） 

  免許証更新経由申請適性検査実施通知書   免許証等更新経由申請適性検査実施通知書  

  ［略］  ［略］ 

  道路交通法第101条の２の２第５項の規定により、同

法第101条第５項の適性検査を次のとおり実施しますの

で通知します。 

 道路交通法第101条の２の２第７項の規定により、同

法第101条第５項の適性検査を次のとおり実施しますの

で通知します。 

  ［略］   ［略］  

 検査しようとす

る理由 

  月  日 公安委員会受理の免許

証更新経由申請書 

検査しようとす

る理由 

  月  日 公安委員会受理の運転

免許証等更新申請書 

   

  ［略］  ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。  

様式第20号を次のように改める。 

様式第20号（第32条関係） 

臨時適性検査申出書 

年  月  日  

岩手県公安委員会 様 

氏 名  

生年月日      年  月  日生  性 別  



連絡先電話番号  

検査の申出をする理由  

備 考  

現に受

けてい

る免許 

有効期間の末日  

免許証等番号 第        号  

免許年

月日・ 

種類 

第一種免

許 

二・小・原   年  月  日  

その他   年  月  日  

第二種免許   年  月  日  

免許の種類 

大

 

型 

中

 

型 

準

中

型 

普

 

通 

大

 

特 

大

自

二 

普

自

二 

小

 

特 

原

 

付 

け

 

引 

大

 

二 

中

 

二 

普

 

二 

大

特

二 

け

引

二 

免許の条件  

（Ａ４）  

様式第20号の３から様式第20号の５までを次のように改める。 

様式第20号の３（第32条の３関係） 

運転経歴証明書交付等申請書 

年  月  日  

岩手県公安委員会 様 

 

 

写 真 

 

 

 

 

 

ふりがな  

氏 名  

生年月日      年  月  日生  

住 所  

取消しを受けた日又は失効した日 年  月  日  

運転経歴証明書及び運転経歴情報記録

個人番号カードのうち現に有するもの 
なし・運転経歴証明書・運転経歴情報記録個人番号カード 

運転経歴証明書及び運転経歴情報記録

個人番号カードのうち手続終了後に有

することを希望するもの 

運転経歴証明書・運転経歴情報記録個人番号カード 

個人番号カードの効力 有効 ・ 失効 

運転経歴情報記録個人番号カードの紛

失等の事情の有無 
有 ・ 無 

（Ａ４）  

様式第20号の４（第32条の３関係） 

運転経歴証明書等記載事項変更届 



年  月  日  

岩手県公安委員会 様 

氏名          

変更す

る事項 

ふりがな  

氏 名  

生年月日 年  月  日生  

住 所  

現に受

けてい

る運転

経歴証

明書等 

運転経歴証明書及び運転経歴情

報記録個人番号カードのうち現

に有するもの 

運転経歴証明書・運転経歴情報記録個人番号カード 

氏 名  

生年月日 年  月  日生  

住 所  

交付等公安委員会 公安委員会  

交付等年月日 年  月  日  

番 号 第        号  

免許年

月日 

第一種免

許 

二・小・原 年  月  日  

その他 年  月  日  

第二種免許 年  月  日  

免許の種類 

大

 

型 

中

 

型 

準

中

型 

普

 

通 

大

 

特 

大

自

二 

普

自

二 

小

 

特 

原

 

付 

け

 

引 

大

 

二 

中

 

二 

普

 

二 

大

特

二 

け

引

二 

（Ａ４）  

様式第20号の５（第32条の３関係） 

運転経歴証明書再交付申請書 

年  月  日  

岩手県公安委員会 様 

 

 

写 真 

 

 

 

 

 

ふりがな  

氏 名  

生年月日 年  月  日生  

住 所  

再交付を申請する理由  

現に受

けてい

交付等公安委員会 公安委員会  

交付等年月日 年  月  日  



る運転

経歴証

明書等 

番 号 第        号  

免許年

月日 

第一種免

許 

二・小・原 年  月  日  

その他 年  月  日  

第二種免許 年  月  日  

免許の種類 

大 中 準 普 大 大 普 小 原 け 大 中 普 大 け 

 

型 

 

型 

中

型 

 

通 

 

特 

自

二 

自

二 

 

特 

 

付 

 

引 

 

二 

 

二 

 

二 

特

二 

引

二 

（Ａ４） 

 様式第20号の６の次に次の１様式を加える。 

様式第20号の７（第32条の３関係） 

運転経歴情報抹消届 

年  月  日  

岩手県公安委員会 様 

住所          

氏名          

抹消を受ける運転経歴

情報 

番 号 記録年月日 記録公安委員会 

 年  月  日  

抹消する理由  

（Ａ４）  

 改正前 改正後 

１ 様式第21号（第33条関係） 様式第21号（第33条関係） 

  運転免許証返納届 

 ［略］ 

  運転免許証等返納・抹消届 

 ［略］ 

 

 

返納する免許証 
免許証番号 交付年月日 

交付公安委

員会 

返納し、又は抹

消を受ける免許

証等 

免許証等番

号 

交付等年月

日 

交付等公安

委員会 

       

 返納の理由  返納等の理由  

  ［略］  ［略］ 

 様式第23号（第35条関係） 様式第23号（第35条関係） 

   ［略］    ［略］  

 
取消し等に関す

る事項 

 ［略］ 
取消し等に関す

る事項 

 ［略］ 

 交付公安委員会  ［略］ 交付等公安委員会  ［略］ 

  ［略］   ［略］  

  ［略］  ［略］ 

  ［略］  ［略］ 

 様式第25号（第35条関係） 様式第25号（第35条関係） 

   ［略］    ［略］  

 交付公安委員会  ［略］ 交付等公安委員会  ［略］ 

  ［略］  ［略］ 

  ［略］  ［略］ 



 様式第27号（第35条の２関係） 様式第27号（第35条の２関係） 

   ［略］    ［略］  

 免許証番

号 
 公安委員会交付第        号  

免許証等

番号 
 公安委員会交付等第        号  

  ［略］  ［略］ 

  ［略］  ［略］ 

 様式第29号（第37条関係） 様式第29号（第37条関係） 

   ［略］    ［略］  

 

免許証 

交付公安委員会  ［略］ 

現に受けて

いる免許 

交付等公安委員会  ［略］ 

 免許番号  ［略］ 免許証等番号  ［略］ 

 交付年月日  ［略］ 交付等年月日  ［略］ 

  ［略］   ［略］  

  ［略］  ［略］ 

  ［略］  ［略］ 

 様式第29号の３（第37条の２関係） 様式第29号の３（第37条の２関係） 

   ［略］    ［略］  

 

現に受けて

いる免許 

交付年月日  ［略］ 

現に受けて

いる免許 

交付等年月日  ［略］ 

  ［略］  ［略］ 

 交付公安委員会  ［略］ 交付等公安委員会  ［略］ 

 免許証番号  ［略］ 免許証等番号  ［略］ 

  ［略］  ［略］ 

  ［略］  ［略］ 

  ［略］  ［略］ 

 様式第29号の４（第37条の３関係） 様式第29号の４（第37条の３関係） 

   ［略］    ［略］  

 

現に受けて

いる免許 

交付年月日  ［略］ 

現に受けて

いる免許 

交付等年月日  ［略］ 

 交付公安委員会  ［略］ 交付等公安委員会  ［略］ 

 免許証番号  ［略］ 免許証等番号  ［略］ 

  ［略］  ［略］ 

  ［略］  ［略］ 

  ［略］  ［略］ 

 様式第29号の６（第38条関係） 様式第29号の６（第38条関係） 

   ［略］    ［略］  

 

免許証 

交付公安委員会  ［略］ 

現に受けて

いる免許 

交付等公安委員会  ［略］ 

 免許番号  ［略］ 免許証等番号  ［略］ 

 交付年月日  ［略］ 交付等年月日  ［略］ 

  ［略］  ［略］ 

  ［略］  ［略］ 

  ［略］  ［略］ 

 様式第29号の11（第40条関係） 様式第29号の11（第40条関係） 



   ［略］    ［略］  

 

現に受けて

いる免許 

交付年月日  ［略］ 

現に受けて

いる免許 

交付等年月日  ［略］ 

  ［略］  ［略］ 

 交付公安委員会  ［略］ 交付等公安委員会  ［略］ 

 免許証番号  ［略］ 免許証等番号  ［略］ 

  ［略］  ［略］ 

  ［略］  ［略］ 

  ［略］  ［略］ 

 様式第29号の12（第41条関係） 様式第29号の12（第41条関係） 

   ［略］    ［略］  

 

現に受けて

いる免許 

交付年月日  ［略］ 

現に受けて

いる免許 

交付等年月日  ［略］ 

  ［略］  ［略］ 

 交付公安委員会  ［略］ 交付等公安委員会  ［略］ 

 免許証番号  ［略］ 免許証等番号  ［略］ 

  ［略］  ［略］ 

  ［略］  ［略］ 

  ［略］  ［略］ 

２  （交通規制の対象から除く車両等）  （交通規制の対象から除く車両等） 

 第５条 法第４条第２項後段の規定に基づき、次に掲げる車

両は、同条第１項の規定に基づく道路標識等による交通の

規制の対象から除くものとする。 

第５条 法第４条第２項後段の規定に基づき、次に掲げる車

両は、同条第１項の規定に基づく道路標識等による交通の

規制の対象から除くものとする。 

  (１)～(３) ［略］  (１)～(３) ［略］ 

  (４) 道路標識等による法第45条第１項の規定による駐車

禁止の規制並びに法第49条の３第２項及び第４項の規定

による時間制限駐車区間の規制並びに法第49条の４の規

定による高齢運転者等専用時間制限駐車区間の規制の対

象から除く車両 

 (４) 道路標識等による法第45条第１項の規定による駐車

禁止の規制の対象から除く車両 

   ア・イ ［略］   ア・イ ［略］ 

   ウ 次に掲げる車両で、当該用務に使用中であることが

外形上明らかなもの（当該用務に使用中であることが

外形上明らかでないものは、公安委員会が交付する標

章（様式第１号）を掲出しているものに限る。ただし

、用務の性質上、標章を掲出することにより当該用務

の遂行に支障がある場合には、標章の掲出を要しない

。） 

  ウ 第２号オからソまでに掲げる車両で、当該用務に使

用中であることが外形上明らかなもの（当該用務に使

用中であることが外形上明らかでないものは、公安委

員会が交付する標章（様式第１号）を掲出しているも

のに限る。ただし、用務の性質上、標章を掲出するこ

とにより当該用務の遂行に支障がある場合には、標章

の掲出を要しない。） 

    (ア) 第２号オからソまでに掲げる車両  

    (イ) パーキング・チケットの発給設備の維持又は管

理のため使用中の車両 

 

   エ ［略］   エ ［略］ 

 ２ ［略］ ２ ［略］ 



 （駐車禁止等除外指定に係る標章の交付申請等） （駐車禁止等除外指定に係る標章の交付申請等） 

 第５条の２ 前条第１項第４号ウ及びエに規定する公安委員

会の交付に係る標章の交付を受けようとする者は、駐車禁

止・時間制限駐車区間規制除外指定車標章交付申請書（様

式第１号の３）により公安委員会に申請しなければならな

い。 

第５条の２ 前条第１項第４号ウ及びエに規定する公安委員

会の交付に係る標章の交付を受けようとする者は、駐車禁

止除外指定車標章交付申請書（様式第１号の３）により公

安委員会に申請しなければならない。 

 ２ ［略］ ２ ［略］ 

 ３ 公安委員会は、第１項の申請があった場合において、当

該申請に係る車両が前条第１項第４号ウに掲げる車両のい

ずれかに該当すると認めたとき又は当該申請に係る者が同

号エに掲げる者のいずれかに該当すると認めたときは、標

章を交付するものとする。 

３ 公安委員会は、第１項の申請があった場合において、当

該申請に係る車両が前条第１項第４号ウに規定する車両に

該当すると認めたとき又は当該申請に係る者が同号エに掲

げる者のいずれかに該当すると認めたときは、標章を交付

するものとする。 

 ４～８ ［略］ ４～８ ［略］ 

  （駐車禁止の解除等）  （駐車禁止の解除等） 

 第10条 法第45条第１項ただし書又は第49条の５の規定によ

る警察署長の駐車許可は、車両に係る駐車が、次の各号の

いずれにも該当する場合に行うものとする。 

第10条 法第45条第１項ただし書の規定による警察署長の駐

車許可は、車両に係る駐車が、次の各号のいずれにも該当

する場合に行うものとする。 

  (１)～(４) ［略］  (１)～(４) ［略］ 

 ２ 前項の駐車許可を受けようとする者は、駐車禁止（時間

制限駐車区間規制）解除許可申請書（様式第５号）により

当該場所を管轄する警察署長に申請をしなければならない

。 

２ 前項の駐車許可を受けようとする者は、駐車禁止解除許

可申請書（様式第５号）により当該場所を管轄する警察署

長に申請をしなければならない。 

 ３・４ ［略］ ３・４ ［略］ 

 ５ 警察署長は、第２項の申請があった場合において、駐車

を許可する車両として認めたときは、駐車禁止（時間制限

駐車区間規制）解除許可証（様式第５号の２）を交付する

ものとする。 

５ 警察署長は、第２項の申請があった場合において、駐車

を許可する車両として認めたときは、駐車禁止解除許可証

（様式第５号の２）を交付するものとする。 

 ６・７ ［略］ ６・７ ［略］ 

  （右側停車等の許可申請）  （右側停車等の許可申請） 

 第10条の２ 第５条第２項の許可の申請並びに許可証の交付

及び掲出については、前条第２項から第７項までの規定を

準用する。この場合において、同条第２項中「駐車許可」

とあるのは「許可」と、「駐車禁止（時間制限駐車区間規

制）解除許可申請書」とあるのは「右側停車・駐車許可申

請書」と、同条第４項中「駐車」とあるのは「停車又は駐

車」と、同条第５項中「駐車」とあるのは「停車又は駐車

」と、「駐車禁止（時間制限駐車区間規制）解除許可証」

とあるのは「右側停車・駐車許可証」と、同条第７項中「

駐車」とあるのは「停車又は駐車」と読み替えるものとす

る。 

第10条の２ 第５条第２項の許可の申請並びに許可証の交付

及び掲出については、前条第２項から第７項までの規定を

準用する。この場合において、同条第２項中「駐車許可」

とあるのは「許可」と、「駐車禁止解除許可申請書」とあ

るのは「右側停車・駐車許可申請書」と、同条第４項中「

駐車」とあるのは「停車又は駐車」と、同条第５項中「駐

車」とあるのは「停車又は駐車」と、「駐車禁止解除許可

証」とあるのは「右側停車・駐車許可証」と、同条第７項

中「駐車させ」とあるのは「停車させ、又は駐車させ」と

読み替えるものとする。 

 別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 



  申請書等 経由先   申請書等 経由先  

   ［略］     ［略］   

  駐車禁止・時間制限駐車区間規

制除外指定車標章交付申請書 

（様式第１号の３） 

 ［略］   駐車禁止除外指定車標章交付申

請書 

（様式第１号の３） 

 ［略］  

   ［略］     ［略］   

   ［略］     ［略］   

 様式第１号の３（第５条の２関係） 様式第１号の３（第５条の２関係） 

  駐 車 禁 止 
除外指定車標章交付申請書 

  
駐車禁止除外指定車標章交付申請書 

 

  時間制限駐車区間規制    

   ［略］    ［略］  

   ［略］    ［略］  

  ［略］  ［略］ 

 様式第５号（第10条、第10条の２関係） 様式第５号（第10条、第10条の２関係） 

  駐 車 禁 止 解 除 

許可申請書 

  
駐車禁止解除 

右側停車・駐車 
許可申請書 

 

  時間制限駐車区間規制解除  

  右 側 停 車 ・ 駐 車    

  ［略］   ［略］  

  ［略］   ［略］  

  ［略］  ［略］ 

 様式第５号の２（第10条、第10条の２関係） 様式第５号の２（第10条、第10条の２関係） 

  ［略］  ［略］ 

 （裏） （裏） 

  駐 車 禁 止 解 除    
駐車禁止解除 

右側停車・駐車 

  

  時間制限駐車区間規制解除 許可証   許可証  

  右 側 停 車 ・ 駐 車      

  ［略］   ［略］  

  ［略］  ［略］ 

３ 様式第５号の４（第10条の５関係） 様式第５号の４（第10条の５関係） 

  ［略］  ［略］ 

 （裏） （裏） 

   ［略］    ［略］  

  駐車監視員資格者講習を受講し、その課程を修了し

ても、次のいずれかに該当する場合は、駐車監視員資

格者証の交付を受けることができません。 

  駐車監視員資格者講習を受講し、その課程を修了し

ても、次のいずれかに該当する場合は、駐車監視員資

格者証の交付を受けることができません。 

 

   (１)・(２) ［略］    (１)・(２) ［略］  

  (３) 禁錮以上の刑に処せられ、又は道路交通法第

119条の２の４第２項の罪を犯して刑に処せられ、

その執行を終わり、若しくは執行を受けることが

なくなった日から起算して２年を経過しない者 

  (３) 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は道路交通法

第119条の２の４第２項の罪を犯して刑に処せられ

、その執行を終わり、若しくは執行を受けること

がなくなった日から起算して２年を経過しない者 

 



  (４)～(８) ［略］   (４)～(８) ［略］  

   

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年３月24日から施行する。ただし、表２の項の改正部分及び附則第３項の規定は同年４月１日から、表３

の項の改正部分及び附則第４項の規定は同年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則（表２の項及び表３の項の改正部分を除く。）による改正後の岩手県道路交通法施行細則に定める様式は、この規則

の施行の日以後に提出し、又は交付する申込書等又は通知書等について適用し、同日前に提出し、又は交付した申込書等又は通

知書等については、なお従前の例による。 

３ この規則（表２の項の改正部分に限る。）による改正後の岩手県道路交通法施行細則に定める様式は、同項の改正部分の施行

の日以後に提出し、又は交付する申請書又は許可証について適用し、同日前に提出し、又は交付した申請書又は許可証について

は、なお従前の例による。 

４ この規則（表３の項の改正部分に限る。以下この項において同じ。）による改正前の岩手県道路交通法施行細則の様式による

申込書は、この規則による改正後の岩手県道路交通法施行細則の様式による申込書とみなす。 
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